マルチ商法・ネットワークビジネス等に関する注意喚起

時下、会員の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より熊本県理学療法士協会の活動にご理解・ご協力いただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
最近、西日本を中心に、理学療法士をはじめとするリハビリテーション専門職種内において、マルチ商法、ネットワークビジネスまがいの勧誘が行われている状況が散見されるようになっています。昨年には岡山県士会が会員に対しての注意勧告を行っていますが、九州にもその影が忍び寄っているようです。会員各位におかれましては、周囲への注意喚起及び蔓延防止に努めていただきますようお願い申し上げます。
マルチ商法およびネットワークビジネスは、実際に商品を販売するもので、それ自体が即違法というものではありません。しかし、その取引は連鎖販売取引というねずみ講に似た手法で、顧客となった人が新たな顧客を勧誘することで販路を拡大するという方法を取っています。販売する商品は多岐にわたっており、自己啓発セミナーの形式をとるものや、研修会とリンクして物品販売を行うものもあるなど、その形態も複雑、多様なものがあるようです。参加に当たり高額な入会金を支払わされたというケースもあるとのことです。個人が商品の購入を行うことや自己啓発セミナーなどに参加すること自体は何ら法的な問題はありませんが、新規顧客の勧誘において、強引な勧誘が職場内での職員間のトラブルや患者様に迷惑を生じうる危険性も孕んでいます。また、会員諸氏が所属する職場組織の就業規程に抵触する恐れもあり、処分を受ける対象になる可能性もあると考えられます。職場や職能団体としての信頼を失う事にもつながりかねない事態を、われわれは職能団体として看過するわけにはまいりません。
熊本県理学療法士協会は、会員間及び会員の所属する職場においてマルチ商法・ネットワークビジネスの蔓延する状態に強い懸念を表明するとともに、断固反対します。当協会の主催、関連する研修会等の様々な催しの中で、勧誘行為を行うことを一切禁止します。そのような行為を発見した場合は厳しい態度で対処します。職場の中でこのような状況が見受けられる場合は、あらためて注意喚起と情報共有を行いますので協会にもご一報ください。
会員の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
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